
年
金
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
税

な
ど
）、生
命
保
険
料
・
地
震
保
険

料
（
旧
長
期
損
害
保
険
料
）
控
除

証
明
書
、
寄
附
金
な
ど
の
支
払
証

明
書
ま
た
は
領
収
書

④
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な

ど
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で

き
る
も
の

⑤
控
除
対
象
と
な
る
医
療
費
の
領
収

書

（ 2 ）

◆
各
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
で
の
出
張
申
告
受
付

●申告相談・受付●
と　き／2月16日（水）

〜3月15日（火）　　　　　
9時〜17時（土・日曜日は除く）

ところ／消防防災庁舎7階　大会議室
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）
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く
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◆
郵
送
に
よ
る
申
告

【
市
・
県
民
税
申
告
書
送
付
先
】

〒
4
1
7

8
6
0
1

富
士
市
役
所
市
民
税
課

◎
持
ち
物

消防防災消防防災
庁舎庁舎

※右折での進入はできません

市
・
県
民
税

申告期限は

【
市
・
県
民
税
の
問
い
合
わ
せ
】

市
民
税
課
（
市
役
所
3
階
南
）

1（
55
）2
7
3
4

5（
53
）0
9
7
4

※
市
・
県
民
税
申
告
書
は
、
市
民
税

課
窓
口
及
び
各
地
区
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。

①
印
鑑

②
平
成
22
年
中
の
所
得
を
証
明
で
き

る
も
の
（
給
与
・
年
金
・
報
酬
な

ど
の
源
泉
徴
収
票
、
事
業
主
か
ら

の
支
払
証
明
書
、
収
支
明
細
書
、

そ
の
他
帳
簿
類
）

③
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
（
国
民

受
付
時
間
／
9 
時
〜
16
時

申
告
書
に
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
を
記
入
し
、
上
記
「
持
ち
物
」
中

の
必
要
書
類
を
添
付
の
上
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
に
は
押
印
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
の
控

除
証
明
書
以
外
の
必
要
書
類
は
コ

ピ
ー
で
も
結
構
で
す
。

33月 15月 15日日（火）（火）33月 15月 15日日（火）（火）

市・県民税、所得税の申告は正しくお早目に！

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

平成22年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の申告（確定申告）をした人は、原則として

市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注
意ください。

※市・県民税の申告会場（出張受付会場を含む）では所得税
の申告（確定申告）は受け付けませんのでご注意ください。

個人事業者の消費税・
地方消費税の申告期限は
3月31日（木）
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と
こ
ろ
／

富
士
商
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鷹
岡
ま
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づ
く
り
セ
ン
タ
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◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

ど
こ
で
も
申
告
・
納
税
！

e-Tax

（
国
税
電
子
申
告

・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

★
自
宅
で
電
子
申
告

自
宅
か
ら
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

を
利
用
し
て
、e-T

ax

で
送
信
で
き
ま

す
。

★
最
高
5
0
0
0
円
の
税
額
控
除

平
成
22
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

告
を
、
本
人
の
電
子
署
名
及
び
電
子

証
明
書
を
つ
け
て
、
申
告
期
限
内
に

e-T
ax

で
行
う
と
、所
得
税
額
か
ら
最

高
5
0
0
0
円
の
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
平
成
19
〜
21
年
分
の

確
定
申
告
で
、
こ
の
控
除
の
適
用
を
受

け
た
人
は
除
き
ま
す
）。

★
添
付
書
類
の
提
出
を
省
略

所
得
税
の
確
定
申
告
をe-T

ax

で
行

う
場
合
、
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴

収
票
な
ど
は
、
そ
の
記
載
内
容
を
入
力

し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
提
出
ま

た
は
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
確
定
申
告
期
限
か
ら
3

年
間
、
書
類
の
提
出
や
提
示
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

★
還
付
金
が
速
や
か
に

e-T
ax

で
申
告
し
た
還
付
申
告
は
早

期
処
理
さ
れ
ま
す
（
3
週
間
程
度
で
還

付
金
が
振
り
込
ま
れ
ま
す
）。

★
対
　
象

①
平
成
21
年
分
の
所
得
金
額
が
3
0

0
万
円
以
下
の
人

②
消
費
税
課
税
事
業
者
は
、
平
成
20

年
分
の
課
税
売
上
が
3
0
0
0
万

円
以
下
で
、
か
つ
①
に
該
当
す
る

人
★
持
ち
物

・
平
成
22
年
分
の
所
得
税
や
消
費
税

の
確
定
申
告
書
（
会
場
に
も
確
定

申
告
書
は
用
意
し
て
あ
り
ま
す
）

・
源
泉
徴
収
票
、
各
種
控
除
の
証
明

書
・
領
収
書
な
ど

・
印
鑑
、
預
貯
金
口
座
番
号
の
わ
か

る
も
の
、
電
卓
、
筆
記
用
具

※
譲
渡
所
得
、
山
林
所
得
及
び
贈
与

税
の
申
告
を
す
る
人
な
ど
、
相
談

に
対
応
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

の
提
出
、
電
子
証
明
書
の
取
得
（
手

数
料
が
必
要
）、
I
C
カ
ー
ド
リ
ー
　

ダ
ラ
イ
タ
の
購
入
な
ど
事
前
の
準
備

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

Bhttp://w
w
w
.nta.go.jp

会
場
で
は
、
主
に
パ
ソ
コ
ン
を
利

用
し
て
、
皆
さ
ん
自
身
に
確
定
申
告

書
を
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
職

員
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
の
で
、
ご

不
明
な
点
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

な
お
、
開
設
期
間
中
は
、
富
士
税

務
署
庁
舎
内
で
は
申
告
書
な
ど
の
作

成
指
導
は
行
い
ま
せ
ん
。

駐
車
場
は
大
変
混
雑
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
公

共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
　

申
告
書
な
ど
は
で
き
る
だ
け
自
分

で
作
成
し
、e-Tax

イ
ー
タ
�
ク
ス

で
送
信
、
ま

た
は
郵
便
な
ど
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
平

成
21
年
分
の
確
定
申
告
を
行
っ
た

人
に
は
、
確
定
申
告
書
は
届
き
ま

せ
ん
。

※
会
場
の
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
平

成
21
年
分
の
確
定
申
告
を
行
っ
た

人
に
は
、
確
定
申
告
書
の
か
  わ
り

に
は
が
き
、
ま
た
は
封
書
で
、「
平

成
22
年
分
所
得
税
・
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
の
お
知

ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す
。
　
　

（ 3 ）

と　き／2月16日（水）
〜3月15日（火）
9時〜17時（土・日曜日は除く）

ところ／富士市交流プラザ2階
多目的ホール

●確定申告会場●

納
税
に
は
、
安
全
で
便
利
な
口
座

振
替
に
よ
る
納
税
が
お
勧
め
で
す
。

振
替
納
税
は
、
申
告
期
限
ま
で
に
、

「
申
告
書
」
と
「
預
貯
金
口
座
振
替
依

頼
書
」
を
提
出
し
た
場
合
に
限
り
利

用
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
方
法

「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」
に

住
所
、
氏
名
、
金
融
機
関
名
、
口
座

番
号
、
預
貯
金
口
座
名
な
ど
を
記
入

し
、
金
融
機
関
へ
の
届
け
出
印
を
押

印
し
て
、
税
務
署
ま
た
は
金
融
機
関

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」
は
、

税
務
署
や
金
融
機
関
に
備
え
つ
け
て

あ
る
ほ
か
、
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

所
得
税

（
確
定
申
告
）

【
所
得
税
（
確
定
申
告
）
の
問

い
合
わ
せ
】

富
士
税
務
署

1（
61
）2
4
6
0

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

※e-T
ax

の
利
用
に
は
、
開
始
届
出
書

注
意


